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○
総
務
省
令
第
三
十
五
号

原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法

律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十
五
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三

十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
第
五
条
の
六
の
規
定
に
基
づ
き
、
住
宅
用
防
災
警
報
器
及
び
住
宅
用
防
災
報
知
設
備
に
係

る
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
八
月
三
十
日

総
務
大
臣

石
田

真
敏

住
宅
用
防
災
警
報
器
及
び
住
宅
用
防
災
報
知
設
備
に
係
る
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令

住
宅
用
防
災
警
報
器
及
び
住
宅
用
防
災
報
知
設
備
に
係
る
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
七
年
総
務
省
令

第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
表
示
）

（
表
示
）

第
八
条

［
略
］

第
八
条

［
同
上
］

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

種
別
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
そ
の
種
別

二

種
別
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
そ
の
種
別

［
二
の
二
～
四
の
二

略
］

［
二
の
二
～
四
の
二

同
上
］

五

耐
食
性
能
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
耐
食
型
と
い
う
文
字

五

耐
食
性
能
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
耐
食
型
と
い
う
文
字

［
六

略
］

［
六

同
上
］

七

自
動
試
験
機
能
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
自
動
試
験
機
能
付
と
い
う
文
字

七

自
動
試
験
機
能
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
自
動
試
験
機
能
付
と
い
う
文
字

八

連
動
型
住
宅
用
防
災
警
報
器
に
あ
っ
て
は
、
連
動
型
と
い
う
文
字

八

連
動
型
住
宅
用
防
災
警
報
器
に
あ
つ
て
は
、
連
動
型
と
い
う
文
字

九

連
動
型
住
宅
用
防
災
警
報
器
の
う
ち
、
無
線
設
備
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
無
線
式
と
い
う
文
字

九

連
動
型
住
宅
用
防
災
警
報
器
の
う
ち
、
無
線
設
備
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
無
線
式
と
い
う
文
字

十

電
源
に
電
池
を
用
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
電
池
の
種
類
及
び
電
圧

十

電
源
に
電
池
を
用
い
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
電
池
の
種
類
及
び
電
圧

十
一

イ
オ
ン
化
式
住
宅
用
防
災
警
報
器
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

十
一

イ
オ
ン
化
式
住
宅
用
防
災
警
報
器
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
二
条
の
五

イ

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七

第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
認
証
機
器
で
あ
る
旨
の
表
示

号
）
第
十
二
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
認
証
機
器
で
あ
る
旨
の
表
示

［
ロ

略
］

［
ロ

同
上
］

［
十
二
・
十
三

略
］

［
十
二
・
十
三

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
省
令
は
、
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規

制
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


